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筆
者
は
、
二
〇
一
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
論
集
『
鳥
取
藩
研
究
の
最
前
線
』
の
序
論
に
お

い
て
、
鳥
取
藩
政
資
料
の
う
ち
、
藩
庁
文
書
の
構
成
に
つ
い
て
概
説
し
た
。
本
稿
で
は
、

そ
の
伝
来
過
程
に
つ
い
て
文
書
管
理
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
。
福
田
千
鶴
に
よ
れ
ば
、
廃

藩
・
敗
戦
と
い
っ
た
政
治
的
変
動
や
編
纂
・
整
理
事
業
な
ど
が
大
名
家
文
書
の
秩
序
を
大

き
く
変
容
さ
せ
る
要
因
と
指
摘
す
る（
１
）。『
鳥
取
藩
政
資
料
目
録
』（
以
下
『
資
料
目
録
』

と
略
す
）
の
解
題
は
、
近
代
以
降
の
伝
来
に
つ
い
て
「
廃
藩
置
県
後
は
、
池
田
家
に
一
括

し
て
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」、「
藩
史
編
纂
は
、
東
京
の
池
田
家
の
邸
内
に
設
け
ら
れ

た
編
纂
所
を
中
心
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
必
然
的
に
大
部
分
の
資
料
も
編
纂
所
で
保

管
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
池
田
家
は
鳥
取
市
掛
出
町
に
別
邸
を

持
っ
て
お
り
、
一
部
は
鳥
取
で
保
管
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」、「
第
２
次
大

戦
中
か
ら
前
後
数
回
に
わ
た
っ
て
鳥
取
県
立
鳥
取
図
書
館
に
寄
託
」（
２
）
と
述
べ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
鳥
取
藩
史
編
纂
事
業
や
敗
戦
と
い
っ
た
要
因
が
本
来
の
秩
序
を
変
容
さ
せ

て
い
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、『
資
料
目
録
』
の
解
題
以
外
に
、
こ
れ
に
つ

い
て
論
じ
た
研
究
は
な
く
、「
解
題
」
も
概
説
的
な
内
容
の
た
め
、
ど
の
文
書
が
ど
こ
に

移
動
し
、
ど
う
い
っ
た
環
境
で
管
理
さ
れ
た
の
か
な
ど
、
具
体
的
な
こ
と
に
は
言
及
し
て

い
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
鳥
取
藩
政
資
料
に
関
し
て
、
江
戸
時
代
か
ら
戦

後
期
ま
で
、
文
書
秩
序
を
変
容
さ
せ
る
要
因
と
考
え
ら
れ
る
管
理
体
制
や
移

動
の
経
歴
を
で
き
る
だ
け
詳
細
に
検
討
し
、
伝
来
過
程
や
鳥
取
藩
政
資
料
成

立
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

１
　
藩
庁
文
書
（
日
記
）
の
作
成
部
局
と
保
管
場
所
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
藩
政
期
の
文
書
管
理
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
先
述
の
『
資
料
目

録
』
で
は
、
藩
政
期
の
文
書
管
理
に
つ
い
て
、「
作
成
し
た
部
署
で
保
管
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
分
散
管
理
で
あ
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
坂
本
敬
司
は
史
料
保
存
上
の
立
場
か
ら
、「
御
用
部
屋
日
記
」

は
藩
主
在
国
時
に
は
鳥
取
城
内
に
保
管
し
、
在
府
時
に
は
御
用
人
の
自
宅
で

保
管
し
た
こ
と
、「
江
戸
御
用
部
屋
」
な
ど
は
江
戸
と
鳥
取
で
写
し
を
お
互

い
に
保
管
し
あ
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（
３
）。
ま
た
筆
者
は
、

町
奉
行
が
管
理
す
る
記
録
群
（
日
記
を
含
む
）
が
、
帳
箱
や
箪
笥
な
ど
の
容

器
に
収
納
さ
れ
、
月
番
や
役
職
の
交
代
時
に
、
引
き
継
が
れ
て
い
た
こ
と
を

紹
介
し
た（
４
）。
こ
れ
ら
は
不
時
の
災
害
（
火
災
）
に
対
す
る
備
え
と
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
部
局
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
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に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
い
く
つ
か
の
部
局
の
日
記
に
つ
い
て
、
主
に
鳥
取
県
立
博

物
館
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
を
進
め
て
い
る
「
家
老
日
記
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」
や
、
論
集
『
鳥
取
藩
研
究
の
最
前
線
』
に
付
録
と
し
て
収
録
し
て
い
る
鳥
取
城
内
の

ト
レ
ー
ス
図
を
活
用
し
て
検
討
し
た
い
。

（
１
）
国
元
日
記
の
保
管
場
所

　

ま
ず
家
老
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
「
家
老
日
記
」
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
で
検
索
す
る
と
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
鳥
取
城
三
之
丸
に
「
御
櫓
御
日

記
蔵
」
が
造
営
さ
れ
た
と
い
う
記
事
が
み
え
る（
５
）。
な
お
、「
御
櫓
日
記
」
と
は
、「
家

老
日
記
」
を
指
す
江
戸
時
代
の
資
料
名
称
で
あ
る
。

　
　

一
左
之
御
蔵
皆
出
来
ニ
付
、
左
之
通
引
渡
申
度
旨
、
御
普
請
奉
行
申
達
、
承
届
、
其 

　
　
　

段
御
用
人
を
以
申
渡
之
。

　
　
　
　
　

御
居
間
庭　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
櫓
御
日
記
蔵

　
　
　
　
　
　

御
宝
蔵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
内
儀
右
衛
門
・
山
崎
源
八

　
　
　

御
近
習
目
付
江
引
渡
。　
　
　
　
　
　
　

江
引
渡
。

　

こ
の
記
述
の
み
で
は
、
三
之
丸
内
で
の
場
所
ま
で
は
確
認
が
で
き
な
い
た
め
、
万
延
元

年
（
一
八
六
〇
）
以
後
に
作
成
さ
れ
た
「
鳥
取
城
三
ノ
丸
絵
図
」（
６
）
の
ト
レ
ー
ス
図
（
第

１
図
）
を
確
認
す
る
と
、
名
称
が
合
致
す
る
建
物
は
な
い
も
の
の
、
家
老
が
御
用
日
に
評

議
を
行
う
御
走
櫓
の
西
端
に
、
階
段
で
繋
が
る
十
畳
の
「
御
土
蔵
」
が
描
か
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
天
保
十
一
年
以
降
に
移
築
や
取
り
壊
が
な
け
れ
ば
、
立
地
か
ら
考
え
て
、

こ
の
「
御
土
蔵
」
が
「
御
櫓
御
日
記
蔵
」
を
指
す
可
能
性
が
高
く
、「
家
老
日
記
」
は
、

こ
の
時
代
に
は
家
老
が
執
務
す
る
場
所
の
付
近
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
部
局
に
よ
っ
て
は
日
常
の
執
務
地
か
ら
は
少
し
離
れ
た
場
所
に
文
書
を
保
管

し
た
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
御
目
付
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
「
御
目
付

日
記
」
は
、「
因
府
年
表
」
に
よ
る
と
「
御
目
付
の
御
日
記
蔵
、若
桜
町
牢
屋
の
内
に
建
つ
」（
７
）

と
あ
っ
て
、
御
目
付
が
執
務
す
る
三
之
丸
で
は
な
く
、
城
外
の
武
家
地
に
あ
る
若
桜
町
牢

屋
敷
内
の
蔵
に
保
管
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る（
８
）。
御
目
付
や
そ
の
下
僚
で
あ
る
町
御

目
付
は
、
罪
人
の
尋
問
を
担
当
す
る
こ
と
か
ら
、
事
務
遂
行
の
た
め
、
こ
の
場
所
に
日
記

が
保
管
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
御
勤
役
は
、
城
内
三
之
丸
に
詰
め
、
儀
礼
や
諸
家
間
の
交
際
贈
答
の
事
務
を
担
当

し
た
が
、
日
記
を
藩
主
在
府
中
は
自
宅
で
保
管
し
て
お
り
、
こ
れ
は
先
述
し
た
御
用
人
と

同
様
の
管
理
方
法
で
あ
る
。
た
だ
し
御
勤
役
の
場
合
、
月
番
制
を
と
っ
て
お
り
、
交
替
時

に
「
御
勤
部
屋
日
記
箪
笥
」
を
同
役
の
自
宅
に
引
き
渡
し
て
い
た
こ
と
が
左
の
資
料
か
ら

確
認
で
き
る
。

　
　

一
御
勤
役
白
井
重
之
進
よ
り
、
明
朔
日
よ
り
、
日
記
箪
笥
類
井
尻
庄
介
方
江
相
廻
し

　
　
　

候
ニ
付
、
出
火
之
節
、
欠
付
人
足
庄
介
宅
江
差
出
候
様
、
可
被
仰
付
旨
懸
合
越
、

　
　
　

其
段
、
町
代
江
申
渡
。（
９
）

な
お
幕
末
に
は
、
藩
主
在
城
中
の
保
管
場
所
は
、
三
之
丸
よ
り
も
一
段
低
い
青
木
御
馬
場

の
土
蔵
で
あ
っ
た
。（
10
）

　
　

一
御
勤
部
屋
日
記
箪
笥
等
、
是
迄
青
木
御
馬
場
内
之
御
土
蔵
御
作
事
手
江
申
談
入
置

　
　
　

居
申
候
処
、
右
御
土
蔵
、
御
数
寄
屋
御
道
具
作
廻
江
御
渡
し
ニ
相
成
候
付
、
猶
又

　
　
　

同
所
江
申
談
、
其
侭
右
御
土
蔵
江
差
置
度
旨
、
御
勤
役
申
達
、
承
届
候
事
。

　

つ
ぎ
に
城
外
の
部
局
を
み
て
い
く
。
材
木
町
に
隣
接
し
た
御
作
事
場
の
記
録
類
は
、
第

２
図
か
ら
作
事
場
内
の
土
蔵
で
保
管
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
幕
末
期
に
入
る
と
、
取
り
扱
う
文
書
量
が
増
大
し
、「
御
作
事
諸
帳
面
」
が

土
蔵
に
収
納
し
き
れ
な
い
事
態
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
寺
町
の
鉄
炮
稽
古
場
で
不
要
と

な
っ
た
土
蔵
を
移
築
す
る
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る（
11
）。

第
１
図　
鳥
取
城
三
ノ
丸
絵
図
の
ト
レ
ー
ス
図
（
部
分
）『
鳥
取
藩
研
究
の
最
前
線
』

　
　
　
　
付
録
Ｃ
Ｄ
よ
り
転
載　
藩
政
資
料
番
号914
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一
御
作
事
諸
帳
面
年
々
相
増
候
処
、
御
土
蔵
手
狭
ニ
而
、
不
用
心
ニ
付
、
寺
町
炮
術

　
　
　

稽
古
場
御
屋
敷
内
江
有
之
候
土
蔵
、
当
時
不
用
之
趣
ニ
付
、
取
崩
し
、
御
作
事
江

　
　
　

取
寄
置
、
追
而
取
建
申
度
旨
、
御
普
請
奉
行
申
達
候
付
、
御
鉄
炮
奉
行
取
調
之
上
、

　
　
　

其
通
承
届
候
段
、
申
渡
之
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
部
局
ご
と
の
分
散
管
理
と
い
っ
て
も
、
幕
末
期
に
は
近
く
に
保
管
場

所
を
確
保
で
き
た
わ
け
で
な
く
、
職
掌
に
よ
っ
て
関
連
施
設
で
保
管
し
た
部
局
や
、
他
部

局
と
の
交
渉
で
保
管
場
所
や
施
設
を
や
り
く
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
局
が
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
藩
庁
文
書
は
、
廃
藩
置
県
後
、
県
に
引
き
継
が
れ
た
も
の
以
外
は
、

非
現
用
文
書
と
な
り
、
池
田
家
に
一
括
し
て
移
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
関
係

す
る
記
録
は
な
く
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
分
散
管
理
か
ら
一
括
管
理
へ
と
文

書
が
移
動
す
る
過
程
で
、
散
佚
し
た
文
書
は
少
な
く
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
２
）
廃
藩
後
の
旧
藩
庁
文
書

　

こ
こ
で
は
廃
藩
後
、
池
田
家
に
引
き
継
が
れ
た
旧
藩
庁
文
書
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ

れ
、
あ
る
い
は
移
動
し
た
の
か
を
概
観
す
る
。
利
用
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
年

（
一
八
七
七
）
以
前
に
鳥
取
県
が
「
鳥
取
県
歴
史
」
二
十
一
冊
を
修
史
局
へ
提
出
す
る
に

あ
た
り
、
旧
藩
庁
文
書
を
調
査
し
て
お
り
、
藩
財
政
に
関
す
る
書
類
は
、
す
で
に
こ
の
時

点
で
散
佚
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
12
）。

　
　

明
治
前
半
、
今
明
治
己
巳
以
降
ヲ
編
綴
ス
ト
雖
ト
モ
、
唯
明
治
四
年
辛
未
十
月
前
ニ

　
　

係
ル
所
ノ
金
穀
出
納
ノ
総
計
ニ
於
ル
書
類
散
佚
シ
テ
蹤
跡
ヲ
得
ス
。
故
ニ
欠
如
ス
。

　
　

況
ヤ
旧
藩
ノ
方
法
ニ
於
ル
旧
記
ノ
存
在
セ
ル
モ
ノ
寥
々
、
其
中
偶
史
料
ニ
充
ツ
可
キ

　
　

ノ
書
ア
ル
モ
、
完
全
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
叙
記
ス
ル
能
ハ
ス
。
実
ニ
已
ム
ヲ
得
サ
レ

　
　

ハ
ナ
リ
。
則
其
現
存
ス
ル
モ
ノ
ニ
就
テ
会
計
ノ
篇
ヲ
補
フ
コ
ト
如
左
。

　

ま
た
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
四
月
に
農
商
務
省
へ
提
出
し
た
文
書
を
み
る
と
、
藩

の
制
度
に
関
す
る
記
録
は
、
県
庁
に
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
と
き
県
で
は
侯
爵

池
田
家
が
所
有
し
て
い
る
「
旧
記
」（
旧
藩
庁
文
書
か
）
を
調
査
し
て
い
る
。
こ
の
「
旧
記
」

は
、
当
時
鳥
取
の
掛
出
町
に
あ
っ
た
池
田
家
別
邸
で
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ

る
（
13
）。

　
　

鳥
取
県
ニ
関
ス
ル
旧
藩
制
度
之
義
、
客
年
十
二
月
御
省
第
廿
二
号
ヲ
以
テ
細
目
取
調

　
　

方
御
達
シ
基
キ
取
調
候
処
、
該
件
ニ
関
ス
ル
旧
記
簿
ニ
シ
テ
本
県
ニ
存
ス
ル
モ
ノ
一

　
　

切
無
之
。
因
テ
、
旧
藩
主
池
田
家
保
存
ノ
旧
記
簿
ニ
就
キ
取
調
候
得
共
、
公
別
冊
甲

　
　

号
写
ノ
通
、
旧
藩
庁
日
誌
中
寥
々
散
見
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
他
之
旧
記
ノ
抄
録
ス
ヘ
キ

　
　

モ
ノ
無
之
。
且
、
管
下
各
郡
村
へ
相
達
シ
詳
細
取
調
候
得
共
、
旧
郡
村
吏
等
相
勤
候

　
　

者
ノ
旧
記
等
、
即
今
多
ク
蠧
魚
ニ
属
シ
、
其
保
存
セ
シ
モ
ノ
甚
々
稀
ニ
シ
テ
僅
ニ
乙

　
　

号
写
書
ノ
如
キ
モ
ノ
有
之
ニ
過
キ
ス
。
其
他
ハ
古
老
ノ
口
碑
ニ
由
リ
聞
取
書
写
ニ
係

　
　

リ
、
所
説
素
ヨ
リ
区
々
判
明
シ
難
シ
ト
雖
モ
、
其
内
稍
信
憑
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ヽ
ミ
丙
号

　
　

ノ
通
抄
録
致
候
。
又
、
旧
藩
中
該
件
ニ
関
セ
シ
二
、三
ノ
取
調
、
御
参
考
迄
追
送
候

　
　

条
、
此
段
開
申
候
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
官　
　

　
　
　

農
商
務
卿
宛

２
　
侯
爵
池
田
家
に
よ
る
藩
史
編
纂
事
業
と
文
書
管
理

（
１
）
土
肥
謙
蔵
の
編
纂
事
業

　

旧
藩
庁
文
書
の
利
用
や
管
理
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
藩

史
編
纂
事
業
は
、
文
書
の
移
動
を
伴
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
大
き
な
画
期
で
あ
る
。
こ

第
２
図　
御
作
事
・
材
木
蔵
・
割
場
絵
図
の
ト
レ
ー
ス
図(

部
分
）『
鳥
取
藩
研
究
の
最
前
線
』

　
　
　
　
付
録
Ｃ
Ｄ
よ
り
転
載　
藩
政
資
料
番
号942
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の
藩
史
編
纂
事
業
の
過
程
に
つ
い
て
は
、「
池
田
慶
徳
公
御
伝
記
別
巻
」
の
解
題（
14
）
に
詳

し
い
の
で
、
そ
の
成
果
に
よ
り
な
が
ら
、
文
書
管
理
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
し
て
み
た
い
。

第
１
表
は
、
編
纂
事
業
の
開
始
か
ら
、
浄
書
本
完
成
ま
で
の
流
れ
を
年
次
順
に
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。

　

侯
爵
池
田
家
で
は
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
三
月
二
十
日
、
宮
内
大
臣
、
文
科

大
学
等
の
要
請
に
よ
り
、
家
史
の
編
纂
事
業
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
編
纂
長
に
は

旧
藩
時
代
の
御
儒
者
で
小
田
原
在
住
の
土
肥
謙
蔵（
15
）
を
任
命
し
た
。
編
纂
業
務
は
東
京

牛
島
の
池
田
侯
爵
邸
で
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
当
初
二
か
年
の
予
定
で
始

ま
っ
た
事
業
は
、
思
う
よ
う
に
進
展
せ
ず
、
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
三
月
ま
で
延

期
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
完
了
し
な
い
ま
ま
、
土
肥
の
死
去
に
よ
っ
て
中
断
し
た
よ

う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
か
ら
藩
史
編
纂
長
と
な
っ
た
湯

本
文
彦（
16
）
が
事
業
再
開
前
に
作
成
し
た
「
鳥
取
藩
史
編
纂
方
案
概
要
」
に
よ
れ
ば
、
土

肥
時
代
の
編
纂
経
費
は
、「
年
に
千
二
百
円
三
年
の
見
込
な
り
し
か
、
遂
に
七
年
継
続
し
、

此
金
八
千
四
百
円
と
な
り
」（
17
）
で
あ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
歴
代
藩
主
の

伝
記
二
十
巻
と
藩
士
列
伝
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
、
藩
士
列
伝
は
伝
存
し
て
い
な

い
。

　

こ
こ
で
は
土
肥
時
代
の
鳥
取
藩
史
編
纂
事
業
で
、
旧
藩
庁
文
書
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ

れ
、
ま
た
移
動
し
た
の
か
を
確
認
し
た
い
。
そ
の
実
態
を
示
す
史
料
と
し
て
、
明
治

二
十
四
年
十
月
に
土
肥
の
要
請
に
よ
り
、
鳥
取
か
ら
東
京
へ
回
送
さ
れ
た
文
書
の
目
録（
18
）

が
残
っ
て
い
る
。
第
２
表
は
そ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
目
録
の
最
初
に
列
記
さ
れ
て
い
る
「
御
目
附
日
記
」
は
、
元
禄
六
年

（
一
六
九
三
）
か
ら
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
ま
で
の
八
〇
九
冊（
19
）
が
、
年
代
順
に
九
箱

の
容
器
に
収
納
し
て
回
送
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
御
目
附
日
記
」
は
、『
資
料

目
録
』
の
「
御
目
付
日
記
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
「
同
江
戸
日
記
」
と
あ
る

の
は
、
同
様
に
「
江
戸
御
目
付
日
記
」
で
あ
ろ
う
。
元
禄
四
年
か
ら
寛
保
三
年

（
一
七
四
三
）
ま
で
の
冊
数
が
「
回
送
目
録
写
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
総
点

数
は
把
握
で
き
な
い
が
、
記
載
の
あ
る
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
か
ら
明
治
三
年
ま
で
の

日
記
数
は
三
四
〇
冊
で
あ
る（
20
）。

　

こ
れ
以
外
に
も
、
三
十
三
件
の
資
料
が
東
京
に
送
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
形
態
は
大
半
が

簿
冊
で
、
一
部
に
絵
図
が
含
ま
れ
て
い
る
。
収
納
方
法
は
、
内
容
ご
と
に
一
括
し
て
箱
か

袋
に
入
れ
た
状
態
と
な
っ
て
お
り
、
な
か
に
は
桐
箪
笥
入
の
文
書
群
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
な
お
、
回
送
目
録
の
資
料
名
は
、『
資
料
目
録
』
と
は
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
が
、

内
容
か
ら
判
断
し
て
い
く
と
、
二
十
三
件
は
該
当
す
る
資
料
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
。
一
方
で
、
一
致
し
な
い
（
伝
存
し
な
い
）
資
料
と
し
て
は
、「
佐
野
川
掛
り
畑
田
成

新
開
人
別
割
方
惣
計
帳
外
ニ
拾
弐
袋
・
七
拾
四
冊
壱
括
」
や
、「
福
本
藩
庁
書
類
壱
括　

三
拾
弐
冊
と
壱
袋
」
な
ど
、
一
括
さ
れ
た
資
料
群
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
な
か
で
も
本

論
に
関
係
し
て
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
「
御
日
記
雑
記
類
惣
目

録
帳　

壱
冊
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
表
題
か
ら
鳥
取
藩
の
日
記
や
記
録
類
に
関
す
る
惣
目

録
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
土
肥
が
編
纂
事
業
を
行
っ
て
い
た
明
治
二
十
四
年
以

前
に
惣
目
録
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
が
編
纂
事
業
に
活
用
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
鳥
取

か
ら
東
京
へ
の
回
送
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
以
降
も
編
纂
事
業
が
中
断
す
る
ま
で

継
続
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
詳
細
が
わ
か
る
の
は
こ
の
目
録
の
み
で
あ
る
。

（
２
）
湯
本
文
彦
の
藩
史
編
纂
事
業
と
文
書
管
理

　

明
治
三
十
年
代
に
中
断
し
た
藩
史
編
纂
事
業
は
、
元
池
田
家
協
議
員
の
推
薦
を
う
け
た

京
都
市
在
住
の
湯
本
文
彦
を
編
纂
長
と
し
て
、
明
治
四
十
二
年
以
降
に
再
開
さ
れ
た（
21
）。

　

編
纂
事
務
所
は
、
東
京
向
島
の
池
田
家
別
邸
に
設
け
ら
れ
た
が
、
大
正
元
年

（
一
九
一
二
）
に
鳥
取
市
掛
出
町
の
池
田
家
別
邸
に
出
張
所
を
設
置
し
た
際
に
、
一
時
閉

鎖
と
な
っ
た
。
湯
本
は
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
十
月
に
休
職
す
る
ま
で
京
都
を
中
心

に
活
動
し
、
東
京
や
鳥
取
の
編
纂
員
に
指
示
を
送
っ
た（
22
）。
明
治
四
十
三
年
六
月
に
湯

本
が
上
京
し
た
際
、
東
京
事
務
所
に
あ
っ
た
旧
藩
庁
文
書
の
調
査
状
況
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
報
告
さ
れ
て
い
る（
23
）。

　

一
史
料
調
査
ノ
現
況

　
　

一
江
戸
日
記　
　
　

竹
内
氏

　
　

一
御
目
付
日
記　
　

山
田
氏

　
　

一
雑
文
書
類　
　
　

両
氏
協
同

　
　

一
省
山
公
御
日
記　

両
氏
協
同

　
　
　

本
件
ハ
近
世
史
ニ
至
大
ノ
関
係
ア
ル
ヲ
以
、
両
氏
調
査
ノ
上
、
文
彦
後
日
上
京
ノ

　
　
　

際
、
実
査
ス
ル
見
込
也

　

一
史
料
将
来
ノ
調
査
見
込

　
　
　
（
中
略
）

　
　

御
蔵
ノ
文
書
未
タ
結
了
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
他
ニ
伸
張
ス
ル
ハ
秋
後
ノ
事
ニ
属
ス
ベ
シ
。

　

湯
本
時
代
の
編
纂
員
で
あ
る
竹
内
吉
次
郎
と
山
田
安
栄
が
東
京
事
務
所
の
文
書
調
査
に

あ
た
っ
て
お
り
、
山
田
が
確
認
し
た
「
御
目
付
日
記
」
は
、
土
肥
時
代
に
鳥
取
か
ら
東
京
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年代 藩史編纂事業に関する記事 関連記事

明治24年3月20日 宮内大臣、文科大学等の要請により、土肥謙蔵に藩史編纂を命じる（期限は２ヶ年）

明治24年10月 土肥の要請により、編纂用に蔵書を東京へ回送する

明治27年3月 藩史編纂事業の３年延期を決議

明治27年6月 家譜編纂事業が終了し、鳥取出張所を閉鎖

明治27年12月 家譜編纂員５名（松岡又市、西橋景貢ら）へ賞与金

明治30年2月26日 土肥の要請により、協議会で藩史編纂の一年延期（翌年３月迄）を決議

明治33年3月 土肥謙蔵の死去

明治42年12月 編さん再開

明治43年 事務所開き（向島別邸）

 秋頃、向嶋別邸が水害となるも、堀正ら編纂員の尽力により浸水を免れる

明治44年 藩史を東京へ回送のこと。一部は北垣国道が調査

大正元年7月 湯本および編纂員で今後の編纂方針を協議し、史料蒐集を断念し、執筆へ方針転換

大正元年8月 鳥取掛出町に鳥取出張所を設置し、寺島別邸内の事務所を閉鎖

大正元年9月
掛出町の鳥取編纂事務所が洪水のため浸水、簿冊史料（借用史料）の多くが浸水、補
修作業

大正3年12月
史料編纂掛、「鳥取藩史編纂書
庫目録」を謄写

大正4年 京都にて湯本と竹内が今後の方針について協議
原宿屋敷を池田家の本宅とし、
４００坪の新屋敷が建つ。

大正4年5月 湯本、編纂事業の延期と増員を申請し、大正６年１２月まで延期となる

大正5年12月 池田家庶務課より編纂委員へ賞与

大正6年 竹内、楢柴らが辞職

大正7年4月30日 藩史編纂所鳥取出張所が閉鎖

大正7年5月1日 鳥取御別邸において残務処理

大正7年5月4日
山根家令からの来書に対し、残り３年間での完成見込み、鈴木源太郎らの東京事務所
移転の希望を申請

大正7年8月 主任竹内吉次郎が辞任

大正7年9月14日 鳥取大洪水のため、別邸の文書旧記大半が浸水汚損

大正7年9月17日 編纂長の湯本が、池田家より休職を命じられ編纂が中断

大正7年10月23日 村上主事が京都に行き、書類を引き継ぐ（その間鳥取では乾燥作業）

大正7年12月2日 浸水文書を東京に輸送すべき命があり、同月２６日鳥取発送

大正8年1月 原宿２３１番地、御小屋の一棟内にて引き継ぎ書類の整理を開始する

大正8年2月10日 編纂業務を再開、山田安栄を属託に命じる

大正8年3月 湯本が藩史編纂にかかる史料目録１２冊を山根家令に送付

大正8年4月11日 梶川栄吉が編纂員となり、翌年７月２３日に編纂長となる

大正8年5月26日 日記類の移送が稟議で決定する

大正8年6月
鳥取別邸倉庫内にある御日記、その他一切の旧記類を編纂所（寺島？）へ回送。６月
10日より１５日までに３６２個に荷造りして、発送する。編纂所前御小屋を付属別室とし
て同所に収容する

売り立て、開札

大正8年7月 原宿邸に２００坪の洋館を増設

大正8年9月17日
編纂員の執筆分担が決まる。山田属託（制度・儀式）、梶川（職禄財軍）、衣笠（民政）、
楢柴（地理）

大正9年5月24日 山田属託は病気老衰のため解職、安木利三を職員とする

大正9年7月20日
編纂所を池田侯爵邸に移す。前編纂所は手狭で、史料の大部は御本邸門側御小屋
（原宿？）に積む。多数の旧記類は管理所物置に収蔵される

大正12年6月 梶川、慶徳公伝の編纂長を命じられる

大正12年12月 梶川が藩史編さんの慰労金を池田家より受ける

昭和3年 梶川、慶徳公伝の編纂長を辞す。（以後嘱託として関与）

昭和5年夏
絵図類の手入れを行う（板蔵２
０号に収納）

昭和8年 「鳥取藩史」の浄書本が完成

「鳥取藩史編纂関係資料」（鳥取大学付属図書館）、「池田家協議会決議録」（鳥取県立博物館）、「梶川家文書」（同）より作成

第１表　侯爵池田家による藩史編纂事業に関する略年表



「鳥取藩政資料」の文書管理と伝来過程について 86

鳥取県立博物館研究報告 Bulletin of the Tottori Prefectural Museum 55. March 30, 2018　 鳥取県立博物館 Tottori Prefectural Museum

第２表　土肥謙蔵回送目録

冊 枚 袋 箱
御目附日記　元禄六年ヨリ延享二年マテ 173 1
御目附日記　延享三年ヨリ安永四年マテ 127 1
御目附日記　安永五年ヨリ寛政八年マテ 97 1
御目附日記　　同九年ヨリ文化十年マテ 79 1
御目附日記　　同十一年ヨリ文政十一年マテ 67 1
御目附日記　　同十二年ヨリ天保十二年マテ 61 1
御目附日記　　同十三年ヨリ安政三年マテ 62 1
御目附日記　　同四年ヨリ慶應二年マテ 73 1
御目附日記　　同三年ヨリ明治四年マテ 71 1
江戸御目附日記　元禄四年ヨリ寛保三年マテ － 1
江戸御目附日記　延享元年ヨリ天明三年マテ 78 1
江戸御目附日記　　同四年ヨリ文化八年マテ 95 1
江戸御目附日記　　同九年ヨリ天保六年マテ 78 1
江戸御目附日記　　同七年ヨリ安政六年マテ 70 1
江戸御目附日記　萬延元年ヨリ明治三年マテ 19 1

3 三秘集　拾四冊 14
4 律令大秘録　拾壱冊 11
5 歴史　五冊 5
6 両國郷村高辻帳　壱冊 1
7 従公義御調ニ付因伯郷村高書上　壱冊 1
8 嘉永五両國人別改帳　弐冊 2
9 元治元　同上　　　壱冊 1

10 天明七御巡見御用諸式帳　弐冊 2
11 寛政元　同上　　　拾袋 10
12 同上書類　拾弐冊 12
13 因伯拾三郡御巡見衆御道筋　拾三冊 13
14 文政五美作國御預所諸事扣　壱袋 1
15 明治三賞孝養老二典　壱冊 1
16 佐野川掛り畑田成新開人別割方惣計帳　外ニ拾弐袋・七拾四冊壱括 74 12
17 會見郡長者原新田井手筋並新田大繪図　弐枚 2
18 延享二作州御預り所御口銀書出帳　六冊・壱袋 6 1
19 明治元招魂祭始末書帳　壱冊 1
20 同招魂祭式帳　壱冊 1
21 朝命録　東京・西京　合五冊 5
22 福本藩廳書類壱括　三拾弐冊と壱袋 32 1
23 寛文御法度書并御法御定控　弐冊 2
24 天保十四印旛沼御普請ニ付町人より献金帳　壱冊 1
25 池田家御先祖御牌名記　壱冊 1
26 因伯孝行人奇特人書上帳　弐冊 2
27 伯州分御郡々御褒賞帳　壱冊 1
28 漂流人口書之内御付紙ヲ以御尋之次第船主方相糺共漢文和解　壱冊 1
29 各國條約書并税則書　三冊 3
30 御帰棺御道中日記　五冊 5
31 格式御役筋下帳　　桐箪笥入壱箱
32 異変之事古例　　　　
33 寺社傳来
34 御法令　　　　　　　桐箪笥入壱箱 1
35 御日記雑記類惣目録帳　壱冊　　　同 1 1

合計 1349 2 25 18

資料名番

1

2

1

収納容器形態
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に
回
送
し
た
も
の
と
同
一
と
考
え
ら
れ
、
二
十
年
間
も
東
京
の
編
纂
事
務
所
で
保
管
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
現
在
は
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
池
田
慶
徳
自
筆
の

「
省
山
公
御
日
記
」
が
、
こ
の
時
点
で
は
編
纂
事
務
所
で
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
判
明

す
る
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
御
蔵
の
文
書
」
が
調
査
未
了
と
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
編
纂
事
務
所
で
保
管
し
て
い
た
旧
藩
庁
文
書
と
は
別
系
統
の
文
書
群
で

あ
る
。
翌
四
十
四
年
七
月
に
は
左
の
よ
う
に
「
池
田
家
御
所
蔵
書
類
」
の
調
査
が
竹
内
、

山
田
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

一
池
田
家
御
所
蔵
書
類

　
　

従
来
多
数
調
査
を
了
せ
し
、
未
了
の
も
の
亦
少
か
ら
ず
、
此
回
歴
代
藩
公
御
手
日
記

　
　

数
十
冊
、
桂
香
院
太
夫
人
消
息
数
十
通
、（
割
注
）「
多
く
御
子
相
模
守
重
寛
公
ニ
贈

　
　

ラ
レ
シ
者
」
其
他
貴
重
の
文
書
亦
多
し
、
此
内
史
料
と
な
る
べ
き
者
は
、
各
目
録
を

　
　

作
り
別
貯
す
る
こ
と
と
な
し
、
其
他
池
田
家
文
書
と
し
て
永
遠
保
存
あ
る
へ
き
者
は
、

　
　

更
に
調
査
を
受
る
へ
し（
24
）

　

こ
の
「
池
田
家
御
所
蔵
書
類
」
は
、
調
査
未
了
だ
っ
た
「
御
蔵
の
文
書
」
を
指
す
と
考

え
ら
れ
、
そ
の
内
容
は
歴
代
藩
主
の
御
手
日
記
や
、
四
代
藩
主
夫
人
桂
香
院
が
実
子
で
あ

る
五
代
藩
主
の
重
寛
に
宛
て
た
手
紙
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
大
名
家
文
書
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
時
点
で
湯
本
が
示
し
た
調
査
方
針
は
、
貴
重
書
の
目
録
作
成
や
永
久
保
存
文
書

の
選
別
で
あ
っ
た
た
め
、「
池
田
家
御
所
蔵
書
類
」
の
調
査
が
、
実
際
に
ど
の
程
度
ま
で

進
ん
だ
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
編
纂
事
業
が
、
鳥
取
で
の
資
料
蒐
集
へ
と
比

重
を
移
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
調
査
は
概
ね
完
了
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
大
正
元
年
八
月
、
鳥
取
掛
出
町
に
置
か
れ
た
鳥
取
出
張
所
は
、
翌
月
の
大
洪

水
に
よ
っ
て
、
写
本
や
収
集
資
料
が
浸
水
汚
損
の
被
害
を
受
け
た
。
さ
ら
に
大
正
七
年
に

は
、
再
び
甚
大
な
洪
水
被
害
を
受
け
、
掛
出
町
別
邸
に
あ
っ
た
文
書
も
浸
水
汚
損
の
被
害

を
免
れ
な
か
っ
た（
25
）。
鳥
取
で
の
相
次
ぐ
洪
水
被
害
を
受
け
、
池
田
家
は
編
纂
資
料
や

藩
庁
文
書
の
東
京
移
送
を
決
定
し
た
。
そ
し
て
大
正
七
年
末
に
は
編
纂
資
料
を
原
宿
本
邸

御
小
屋
の
一
棟
内
に
移
し
て
整
理
を
開
始
し
た
。
翌
年
六
月
に
は
掛
出
町
別
邸
の
倉
庫
で

保
管
し
て
い
た
旧
藩
庁
文
書
も
、
三
六
二
個
に
荷
造
し
て
東
京
に
運
ば
れ
、
向
島
の
編
纂

所
前
御
小
屋
の
付
属
別
室
に
保
管
さ
れ
た（
26
）。
さ
ら
に
翌
九
年
七
月
に
編
纂
所
が
原
宿

本
邸
に
移
転
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
旧
藩
庁
文
書
も
同
所
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
保
管
場
所
が
十
分
に
は
確
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
邸
門
側
御
小
屋
に
山
積
み
さ

れ
、
さ
ら
に
多
数
の
旧
記
類
に
至
っ
て
は
、
管
理
所
物
置
に
収
納
せ
ざ
る
を
得
な
い
厳
し

い
保
管
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
（
３
）
梶
川
栄
吉
の
編
纂
事
業
と
文
書
管
理

　

鳥
取
か
ら
東
京
へ
編
纂
資
料
や
藩
庁
文
書
の
移
送
が
検
討
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
、
休
職
と

な
っ
た
湯
本
文
彦
に
か
わ
っ
て
、
新
た
に
鳥
取
出
身
の
教
育
者
梶
川
栄
吉（
27
）
が
編
纂
員

と
な
っ
た
。
梶
川
は
大
正
九
年
に
編
纂
長
を
命
じ
ら
れ
る
と
、
湯
本
の
編
纂
事
業
を
引
き

継
ぎ
、
東
京
の
編
纂
事
務
所
で
作
業
に
あ
た
っ
た
。
梶
川
の
も
と
で
業
務
は
進
み
、
大
正

十
二
年
頃
に
は
原
稿
が
完
成
し
、
稿
本
作
業
と
併
行
し
て
「
贈
従
一
位
池
田
慶
徳
公
御
伝

記
」
の
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
後
「
鳥
取
藩
史
」
の
稿
本
は
昭
和
八
年
に
完
成
し
、

慶
徳
公
御
伝
記
編
纂
も
昭
和
十
一
年
に
完
了
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
昭
和
五
年

（
一
九
三
一
）
夏
に
、
絵
図
類
の
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
業
で
絵
図
類
に
は
整

理
番
号
が
付
さ
れ
、
年
代
の
比
定
作
業
や
目
録
も
作
成
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
整
理
後
の

絵
図
は
、
本
邸
の
板
蔵
二
〇
号
お
よ
び
二
一
号
に
保
管
さ
れ
た
。（
28
）

　

昭
和
十
一
年
以
降
、
東
京
の
編
纂
所
で
保
管
さ
れ
て
い
た
文
書
は
数
回
に
分
け
て
、
鳥

取
県
立
鳥
取
図
書
館
に
寄
託
さ
れ
た
。
編
纂
事
業
が
終
了
し
、
東
京
で
利
用
す
る
必
要
性

が
な
く
な
っ
た
こ
と
や
、
資
料
を
郷
土
史
の
研
究
に
活
用
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
池
田

家
の
意
向
に
沿
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
移
送
に
関
し
て
は
、
昭
和
十
八
年

（
一
八
四
三
）
八
月
に
池
田
侯
爵
家
史
料
編
纂
所
が
鳥
取
県
に
送
付
し
た
「
御
記
録
類
回

送
目
録
」（
29
）
が
あ
り
、
回
送
品
の
一
部
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
３
表
は
、
そ
の
内

訳
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
回
送
目
録
か
ら
、
東
京
の
原
宿
本
邸
に
あ
っ
た
「
家
老
日

記
」
や
「
万
留
帳
」
な
ど
九
七
八
冊
が
移
送
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
資
料
目
録
』
と

照
合
す
る
と
、
回
送
目
録
の
う
ち
「
公
義
御
触
控
」
二
十
五
冊
は
、『
資
料
目
録
』
の
「
公

儀
御
触
控
」
が
二
十
四
冊
と
し
て
伝
存
す
る
が
、
嘉
永
四
年
分
が
欠
本
と
な
っ
て
お
り
、

移
送
後
に
鳥
取
で
一
冊
が
紛
失
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
一
連
の
移
送
中
に

滅
失
し
た
文
書
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。（
30
）

　
（
４
）
戦
時
中
の
文
書
疎
開

　

県
立
鳥
取
図
書
館
に
寄
託
さ
れ
た
文
書
は
、
昭
和
二
十
年
に
入
る
と
、
再
び
移
動
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
鳥
取
県
は
、
同
年
六
月
七
日
に
戦
火
を
避
け
る
た
め
、
貴
重

図
書
の
疎
開
に
つ
い
て
内
密
に
訓
令
し
た（
31
）。
こ
れ
を
受
け
た
図
書
館
は
、
疎
開
要
項

を
作
成
し
、
七
月
中
旬
ま
で
に
「
な
る
べ
く
鳥
取
市
を
離
れ
た
山
間
部
で
、
土
蔵
・
穴

蔵
・
学
校
な
ど
火
・
水
災
は
勿
論
、
敵
襲
の
災
厄
を
ま
ぬ
が
れ
得
る
と
思
わ
れ
る
場
所
」

へ
疎
開
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た（
32
）。
池
田
家
が
寄
託
し
た
文
書
は
貴
重
図
書
に
含
ま
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れ
て
お
り
、
箱
詰
や
行
李
詰
に
さ
れ
て
、
第
４
表
の
よ
う
に
特
別
疎
開
関
係
と
し
て
八
頭

郡
内
の
村
長
・
名
望
家
の
自
宅
、
村
役
場
倉
庫
、
神
社
倉
庫
、
国
民
学
校
に
移
さ
れ
た
。

図
書
の
疎
開
に
あ
た
っ
て
は
、
市
内
四
校
の
職
員
・
生
徒
延
べ
八
七
一
名
（
第
５
表
）
が

応
援
し
、
作
業
は
七
月
十
二
日
に
完
了
し
た
。
敗
戦
後
、
疎
開
さ
せ
た
文
書
が
県
立
図
書

館
に
復
帰
し
た
の
は
、
一
年
以
上
が
経
過
し
た
昭
和
二
十
一
年
十
月
二
十
四
日
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
の
藩
政
資
料
は
、
県
立
博
物
館
へ
移
管
さ
れ
る
昭
和
四
十
七
年
ま
で
、

県
立
図
書
館
で
管
理
保
管
さ
れ
、
郷
土
研
究
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
展
示
や
閲
覧
と
い
っ

た
活
用
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
鳥
取
藩
政
資
料
は
、
藩
政
期
か
ら
現
在
ま
で
、
述
べ
て
き
た
よ
う
な
管
理
の
変

遷
や
移
動
を
経
て
、
今
日
伝
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
昭
和
十
一
年
以
降
、

東
京
の
編
纂
所
で
保
管
さ
れ
て
い
た
文
書
群
が
、
鳥
取
県
立
鳥
取
図
書
館
へ
寄
託
さ
れ
る

経
緯
に
つ
い
て
、
十
分
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
当
時
在

籍
し
た
図
書
館
職
員
ら
の
積
極
的
な
働
き
か
け
が
あ
っ
た
と
推
論
し
て
い
る
が
、
現
段
階

で
は
、
関
連
資
料
の
調
査
や
把
握
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
別
稿
と
し
て
他
日
を
期
す
こ

と
に
し
た
い
。

［
註
］

疎開場所 個数 主な文書 備考

八頭郡西郷村小畑（現鳥取市河原町小畑）　村長宅 5
植物方日記、尚徳館日記、因伯在中孝人奇
特人書上帳、諸事控、ほか

八頭郡社村屋住（現鳥取市用瀬町屋住）　個人宅 7 鳥府志、因府録、諸事控ほか
八頭郡佐治村加瀬木（現鳥取市佐治町加瀬木）　村役場倉庫 10 諸事控ほか

八頭郡山郷村中原（現智頭町中原）　中原神社社庫階上 10
御本藩士族代数書上、卒代數書上、藩士家
譜系図、学館御日記、組帳ほか

佐治第三国民学校（現鳥取市佐治町）　校舎の廊下 25 御国日記
後民家に
移す

佐治第二国民学校（現鳥取市佐治町） 15
御国日記、池田氏家譜集成、御支配帳、紋所
持槍書上、倉吉絵図、黒坂絵図、松崎絵図ほ
か

後民家に
移す

「昭和二十年疎開図書目録」、「鳥取県立鳥取図書館５０年誌」（昭和56年）より作成

第４表　疎開した池田家の寄託文書（特別疎開関係）

学校 職員 生徒
鳥取第一中学校 6 450
鳥取第二中学校 5 150
鳥取第一工業学校 5 90
鳥取第二工業学校 5 160
合計 21 850
「鳥取県立鳥取図書館５０年誌」（昭和56年）より作成

第５表　疎開を応援した学校

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
１
）　

福
田
千
鶴
「
近
世
領
主
文
書
の
伝
来
と
構
造
」（『
大
名
家
文
書
の
構
造
と
機
能
に
関
す
る
基

盤
的
研
究
―
津
軽
家
文
書
の
分
析
を
中
心
に
―
』
二
〇
〇
三
年
）

（
２
）　

鳥
取
県
立
博
物
館
編
『
鳥
取
藩
政
資
料
目
録
』
一
九
九
七
年　

一
〜
二
頁

（
３
）　

坂
本
敬
司
「
鳥
取
藩
の
『
日
記
』」（『
郷
土
と
博
物
館
』
四
二
―
一
、七
〜
一
一
頁
、

一
九
九
六
年
）。

（
４
）　

来
見
田
博
基
「
鳥
取
藩
町
奉
行
の
文
書
管
理
と
引
き
継
ぎ
に
つ
い
て
」『
鳥
取
地
域
史
研
究 

』（
九
）、
二
〇
〇
七
年
）。

（
５
）　
「
家
老
日
記
（
控
帳
）」
天
保
十
一
年
十
一
月
七
日
付
（
鳥
取
藩
政
資
料　

目
録
番
号

二
四
二
一
）。
な
お
、
御
普
請
奉
行
か
ら
「
御
櫓
御
日
記
蔵
」
の
引
き
渡
し
を
受
け
た
竹
内
と

山
崎
は
、
ど
ち
ら
も
御
帳
奉
行
か
ら
取
り
立
て
ら
れ
た
御
日
記
取
調
役
で
あ
る
。

（
６
）　
「
鳥
取
城
三
ノ
丸
絵
図
」（
鳥
取
藩
政
資
料　

目
録
番
号
九
一
四
）。
本
書
の
付
録
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に

収
録
。

（
７
）　
「
因
府
年
表
」
宝
暦
八
年
二
月
二
十
二
日
付
。「
因
府
年
表
」
は
江
戸
時
代
後
期
の
鳥
取
藩
士

で
、
考
証
家
で
も
あ
る
岡
嶋
正
義
が
編
集
し
た
鳥
取
藩
の
歴
史
年
表
。
成
立
は
天
保
末
年
と
推

定
さ
れ
、寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
か
ら
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
ま
で
の
記
載
が
あ
る
。『
鳥

取
県
史
』
７
、
近
世
資
料
（
鳥
取
県
、
一
九
七
六
年
）
に
全
文
が
翻
刻
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）　
「
家
老
日
記
」
や
「
御
目
付
日
記
」
な
ど
の
一
次
史
料
か
ら
は
、
若
桜
町
牢
屋
の
日
記
蔵
に

関
す
る
記
述
が
み
え
ず
、「
因
府
年
表
」
の
誤
記
と
い
う
可
能
性
も
あ
り
、
今
後
の
検
討
課
題

で
あ
る
。

（
９
）　
「
町
奉
行
御
用
日
記
」
安
政
二
年
七
月
二
十
九
日
付
（
鳥
取
藩
政
資
料　

目
録
番
号　

五
九
五
六
）

（
10
）　
「
家
老
日
記
（
控
帳
）」
安
政
五
年
九
年
二
十
一
日
付
（
鳥
取
藩
政
資
料　

目
録
番
号

資料名 冊数 備考

1 家老ノ日記 295
万留帳、施政局日
記、政庁日記、鳥取
県日記写を含む）

2 御用人ノ日記　名称御日記 258
3 江戸御留守居ノ日記 396
4 日記 4
5 公義御触控 25
合計 978

第３表　回送目録の文書
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二
四
六
三
）。

（
11
）　
「
家
老
日
記
（
控
帳
）」
安
政
六
年
五
年
十
八
日
付
（
鳥
取
藩
政
資
料　

目
録
番
号

二
四
六
四
）。

（
12
）　
『
新
鳥
取
県
史
』
資
料
編　

近
代
１
鳥
取
県
史
料
１　

二
〇
一
〇
年

（
13
）　
『
新
鳥
取
県
史
』
資
料
編　

明
治
十
七
年
四
月
二
十
五
日
付　

近
代
３
鳥
取
県
史
料
３　

二
〇
一
二
年

（
14
）　

坂
本
敬
司
「
解
題
」『
贈
従
一
位
池
田
慶
徳
公
御
伝
記　

別
巻
』、
一
九
九
二
年
。

（
15
）　

旧
鳥
取
藩
士
、
江
戸
定
詰
の
御
儒
者
土
肥
権
右
衛
門
（
三
十
俵
四
人
扶
持
）
の
養
子
。
藩
主

池
田
慶
徳
の
御
側
役
と
し
て
、
枢
機
に
か
か
わ
っ
た
。
維
新
後
は
、
徴
士
参
与
、
隠
岐
国
監
察

使
、
山
梨
県
令
、
元
老
院
議
官
な
ど
を
歴
任
し
た
。
明
治
三
十
三
年
に
死
去
。

（
16
）　

旧
鳥
取
藩
士
、
湯
本
又
三
郎
（
三
十
五
俵
四
人
扶
持
）
の
子
。
元
治
元
年
に
学
校
文
場
句
読

頭
を
勤
め
た
。
維
新
後
は
明
治
十
三
年
に
島
根
県
修
史
御
用
係
と
な
り
、「
島
根
県
歴
史
」
を

編
纂
。
そ
の
後
は
米
子
中
学
校
長
等
を
経
て
、
明
治
二
十
一
年
以
降
は
京
都
府
に
奉
仕
し
て
、

社
寺
や
名
勝
旧
蹟
関
係
の
仕
事
に
従
事
し
た
。
こ
の
間
、
平
安
遷
都
千
百
年
紀
念
祭
に
あ
わ
せ

た
歴
史
書
の
編
纂
を
発
議
し
、
編
纂
主
事
と
な
っ
て
「
平
安
通
史
」
全
二
十
冊
を
編
纂
・
発
行

し
た
。
大
正
十
年
に
死
去
。

（
17
）　
「
鳥
取
藩
史
編
纂
関
係
資
料　

第
三
集
」（
鳥
取
大
学
附
属
図
書
館　

中
央
図
書
館　

貴
重
書
）

（
18
）　
「
回
送
目
録
写
」（「
池
田
家
協
議
会
決
議
録
」
明
治
二
十
四
年
）
鳥
取
藩
政
資
料　

目
録
番

号
一
四
九
九
四
。

（
19
）　
「
御
目
付
日
記
」
は
現
在
、
元
禄
十
年
か
ら
明
治
元
年
ま
で
の
七
二
〇
冊
が
伝
存
す
る
。

（
20
）　
「
江
戸
御
目
付
日
記
」
は
三
一
八
冊
が
伝
存
す
る
。

（
21
）　

再
開
前
に
作
成
さ
れ
た
湯
本
に
よ
る
編
纂
計
画
で
は
、
東
京
に
編
纂
事
務
所
を
設
置
し
、

二
万
五
千
円
経
費
を
掛
け
て
、
五
年
半
で
史
料
蒐
集
・
編
纂
・
校
訂
印
刷
ま
で
を
行
う
予
定
で

あ
っ
た
（
鳥
取
藩
史
編
纂
関
係
資
料　

第
三
集
「
鳥
取
藩
史
編
纂
方
案
概
要
」）。
こ
の
方
針
は
、

大
正
元
年
七
月
に
見
直
さ
れ
た
。

（
22
）　

山
中
寿
夫
「
解
題
」『
鳥
取
藩
史
』
第
一
巻
、
鳥
取
県
立
鳥
取
図
書
館
発
行
、
一
九
六
九
年
。

（
23
）　
「
鳥
取
藩
史
編
纂
関
係
資
料　

第
二
集
」（
鳥
取
大
学
附
属
図
書
館　

中
央
図
書
館　

貴
重
書
）

「
史
料
調
査
ノ
現
況
」

（
24
）　

右
同

（
25
）　

藩
史
編
纂
事
業
で
収
集
さ
れ
た
り
筆
写
さ
れ
た
り
し
た
資
料
に
水
損
が
見
ら
れ
る
の
は
、
大

正
期
の
洪
水
被
害
を
受
け
た
こ
と
が
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。

（
26
）　
「
藩
史
編
纂
に
つ
き
答
申
（
岸
本
光
次
郎
宛
）」　

梶
川
家
文
書　

番
号
八
三　

鳥
取
県
立
博

物
館
蔵
。

（
27
）　

鳥
取
県
気
高
郡
美
穂
村
大
字
下
味
野
村
（
現
鳥
取
市
下
味
野
）
の
豪
農
筧
雄
平
の
二
男
。
明

治
六
年
生
ま
れ
、
士
族
梶
川
正
温
の
養
嗣
子
と
な
る
。
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
学
科
を
卒

業
し
、
福
島
県
や
京
都
府
で
中
学
校
教
諭
や
校
長
を
歴
任
し
た
。
昭
和
二
十
六
年
に
死
去
。

（
28
）　
「
鳥
取
藩
政
資
料
」
の
絵
図
類
は
基
本
的
に
袋
入
り
で
整
理
さ
れ
て
い
る
。
袋
に
は
貼
り
紙

が
あ
り
、
た
と
え
ば
「
江
戸
御
上
屋
敷
惣
絵
図
面
」（
藩
政
資
料
一
〇
七
五
）
に
は
「
板
蔵
弐

拾
号
ノ
内　

六
拾
「
四
」（
見
消
）
七
番　

昭
和
五
年
夏
手
入
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）
鳥
取
県
立
図
書
館
蔵

（
30
）
た
と
え
ば
、「
因
伯
産
物
薬
効
録
」
の
原
本
は
、
池
田
家
が
疎
開
し
た
際
に
、
輸
送
中
の
貨
車

が
空
襲
に
あ
っ
て
焼
失
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（『
因
伯
産
物
薬
効
録
』
平
田
眠
翁
著
、
生
駒

義
博
・
生
駒
義
篤
校
訂
、
一
九
八
二
年
、
三
九
三
頁
）。

（
31
）　
『
鳥
取
県
立
鳥
取
図
書
館
５
０
年
史
』
昭
和
五
十
六
年

（
32
）　

右
同


